
【案件】箕面市立病院の移転に伴うあいあい園の今後の運営、移転先について

出席者

委 員 市長、副市長、市政統括監

担当部 教育長、副教育長、子育て担当部長、子育て担当副部長、子どもす

こやか室長

事務局 市政統括政策推進室職員

確認事項

・あいあい園の今後の運営方法、移転先の確定

結 論

・原案を了とする。

質疑・意見等

Q: 市立病院と連携して実施しているリハビリテーション機能以外に障害の

ある子どものリハビリテーションを行う診療所は、市内にあるのか。

A: ない。あいあい園に併設する診療所が現在の機能を引き継ぐことになる。

Q: 旧教育センター施設に、あいあい園の現在の機能や新たに必要となる診療

所などを収めることができるのか。

A: １階を中心に配置し、２階の一部を活用することになる。

Q: 多くの民間障害児通所支援事業所が市内で運営されるなかで、診療所を併

設した児童発達支援センターとしてあいあい園の機能を継続・強化し、市

が運営を継続する目的は何か。

A: 多くの民間障害児通所支援事業所が運営されるなかで、地域の中核的施設

として、地域全域の障害児支援の質の向上をめざし、専門性に基づく発達

支援・家族支援機能や、障害児通所支援事業所への助言・援助の役割を果

たしていくことが必要であるため。

以上

政策決定会議概要（２月９日開催分）
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場 所 市役所本館2階 会議室


